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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
二
〇
一
五
年
の
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
決
定
過
程
と
立
憲
主
義
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
二
〇
一
五
年
の
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
決
定
過
程
と
立
憲
主
義
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
（
現
地
時
間
）
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
日
米
防
衛
協
力
の

た
め
の
指
針
に
お
い
て
、
「
日
本
及
び
米
国
に
よ
り
行
わ
れ
る
全
て
の
行
動
及
び
活
動
は
、
各
々
の
憲
法
及
び
そ
の
時
々
に

お
い
て
適
用
の
あ
る
国
内
法
令
並
び
に
国
家
安
全
保
障
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
」
こ
と
、
ま
た
、
「
指

針
は
、
い
ず
れ
の
政
府
に
も
立
法
上
、
予
算
上
、
行
政
上
又
は
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
指
針
は
、
い
ず
れ
の
政
府
に
も
法
的
権
利
又
は
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
立
憲
主
義
に
反
す
る
な
ど
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。


